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春夏秋冬
　

元
日
に
発
生
し
た
能
登
半
島
地
震
は
、

９
日
時
点
で
石
川
県
内
の
死
亡
２
０
２

人
、
安
否
不
明
者
１
０
２
人
と
甚
大
な
被

害
を
出
し
た
。
孤
立
地
域
は
22
地
域
、
３

１
２
２
人
。
避
難
者
数
は
約
３
万
人
。
被

災
各
地
で
停
電
・
断
水
が
続
き
、
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
症
の
罹
患
者
も
す
で
に
出
て
い

る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
衛
生
状
態
は
危

機
的
状
況
に
あ
り
、
新
た
な
感
染
症
の
蔓

延
も
危
惧
さ
れ
る
。
一
刻
も
早
く
被
災
者

の
安
全
を
取
り
戻
し
、
安
心
し
て
日
常
を

送
ら
れ
る
よ
う
最
優
先
で
手
立
て
を
取
る

責
任
が
政
府
に
は
あ
る
。

　

昨
年
来
、
２
０
２
５
年
大
阪
・
関
西
万

博
の
開
催
は
各
方
面
か
ら
問
題
視
さ
れ
て

き
た
。
当
初
予
定
の
１
・
９
倍
も
大
き
く

膨
ら
ん
だ
２
３
５
０
億
円
も
の
会
場
建
設

費
へ
の
多
大
な
税
金
投
入
の
問
題
や
、
万

博
協
会
が
自
ら
定
め
た
長
時
間
労
働
時
禁

止
条
文
す
ら
投
げ
捨
て
、
建
設
業
界
の
時

間
外
労
働
の
上
限
規
制
を
万
博
に
適
用
し

な
い
よ
う
要
望
し
た
労
働
者
安
全
軽
視
の

問
題
、
夢
洲
と
い
う
軟
弱
地
盤
で
の
開
催

に
固
執
し
た
こ
と
で
、
環
境
・
災
害
へ
の

対
応
に
大
き
な
禍
根
を
残
す
点
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
噴
出
し
、
世
論
の
支
持

を
失
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
地
震
後
、「
万
博
中
止
」
の
声

は
一
層
強
ま
り
、
５
日
に
は
万
博
を
推
進

し
て
き
た
財
界
・
経
済
同
友
会
幹
部
で
す

ら
、「
い
ま
は
大
阪
・
関
西
万
博
の
会
場

建
設
よ
り
、
能
登
半
島
地
震
の
被
災
者
へ

の
対
応
を
優
先
す
べ
き
」
と
の
認
識
を
示

し
た
。

　

吉
村
洋
文
大
阪
府
知
事
は
４
日
、
大
阪

府
庁
で
、
「
二
者
択
一
の
関
係
で
は
な

い
。
万
博
が
あ
る
か
ら
（
復
興
の
）
費
用

が
削
減
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
な
ど
と

述
べ
た
が
、
国
民
感
情
と
の
ズ
レ
が
露
呈

し
た
。
税
金
の
使
い
方
、
資
材
・
イ
ン
フ

ラ
確
保
を
懸
念
す
る
世
論
は
一
段
と
高
ま

っ
て
い
る
。
２
０
２
５
年
大
阪
・
関
西
万

博
の
テ
ー
マ
「
い
の
ち
輝
く
未
来
社
会
の

デ
ザ
イ
ン
」
、
サ
ブ
テ
ー
マ
の
一
つ
「
い

の
ち
を
救
う
」
と
も
大
き
く
乖
離
し
て
い

る
。
過
酷
な
被
災
地
の
状
況
を
目
の
当
た

り
に
し
な
が
ら
、
世
論
に
支
持
さ
れ
な
い

万
博
を
そ
れ
で
も
推
し
進
め
よ
う
と
い
う

の
か
。
各
国
の
パ
ビ
リ
オ
ン
建
設
も
撤
退

が
相
次
い
で
い
る
と
言
う
が
、
世
界
か
ら

の
万
博
へ
の
冷
や
か
な
反
応
は
一
層
増
す

だ
ろ
う
。

　

２
０
２
５
年
大
阪
・
関
西
万
博
は
中
止

し
か
な
い
。
「
い
の
ち
輝
く
」
日
本
、
「
い

の
ち
を
救
う
」
日
本
を
示
す
に
は
万
博
よ

り
、
震
災
復
興
・
災
害
対
策
に
全
力
を
注

ぐ
べ
き
で
あ
る
。

顎
関
節
症
の
病
態
把
握
や
治
療

12
月
度
生
涯
研
修
講
座

　

臨
床
学
術
部
は
12
月
24

日
、
12
月
度
生
涯
研
修
講
座

「『
補
講
』
顎
関
節
症
の
病

態
、
診
断
そ
し
て
運
動
療

法
」
を
Ｍ
＆

Ｄ
ホ
ー
ル
で
開

催
し
た
。
松
本
憲
氏
（
大
阪

大
学
大
学
院
歯
学
研
究
科
・

招
聘
教
員
）
を
講
師
に
、
73

人
が
参
加
し
た
。

　

松
本
氏
は
、
▽
顎
関
節
症

の
病
態
分
類
（
Ⅰ
型
咀
嚼
筋

痛
障
害
、
Ⅱ
型
顎
関
節
痛
障

害
、
Ⅲ
型
顎
関
節
円
板
障

害
、
Ⅳ
型
変
形
性
顎
関
節

症
）
、
▽
顎
関
節
の
構
造
、

▽
診
断
と
治
療
方
法
に
つ
い

て
解
説
し
た
。

　

診
断
で
は
患
者
が
気
に
な

る
こ
と
①
痛
み
②
開
口
障
碍

③
関
節
雑
音
、
開
口
域
、
下

顎
頭
の
動
き
、
圧
痛
点
、
Ｘ

線
検
査
―
か
ら
病
態
の
把
握

円
板
切
除
術
、
鏡
視
下
術
、

顎
関
節
洗
浄
療
法
、
顎
関
節

パ
ン
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
適
応

や
意
義
を
解
説
し
た
。
ま

　

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
資
格

確
認
が
義
務
化
さ
れ
る
こ
と

に
疑
問
を
感
じ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
問
題
は
、
医
療
Ｉ

Ｃ
Ｔ
化
に
乗
れ
な
い
先
生
方

を
廃
業
に
追
い
込
む
こ
と
や

個
人
情
報
の
紐
付
け
間
違
い

に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
現

場
の
混
乱
に
と
ど
ま
ら
ず
、

患
者
さ
ん
の
受
療
権
や
自
己

情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を

侵
害
す
る
重
大
な
人
権
問
題

だ
と
思
い
ま
す
。

　

政
府
は
、
昨
年
４
月
か
ら

療
養
担
当
規
則
を
改
定
し
、

任
意
取
得
で
あ
る
は
ず
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
健
康
保
険
証

と
一
体
型
に
す
る
こ
と
で
、

事
実
上
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
の
取
得
を
国
民
に
強
制

し
ま
し
た
。
岸
田
政
権
は
、

自
ら
の
強
引
な
や
り
方
に
批

判
を
浴
び
る
と
、
現
在
の
健

康
保
険
証
と
同
様
の
機
能
を

持
つ
資
格
確
認
証
な
る
も
の

を
プ
ッ
シ
ュ
型
発
行
す
る
と

約
束
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
こ

そ
健
康
保
険
証
の
ま
ま
で
い

い
と
い
う
話
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　

昨
年
の
３
月
理
事
会
で
、

東
京
保
険
医
協
会
が
提
訴
に

あ
た
っ
て
原
告
を
全
国
か
ら

募
集
し
て
い
る
こ
と
を
知

り
、
院
長
と
２
人
で
参
加
の

委
任
状
を
出
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
大
阪
か
ら
東
京
地

裁
で
の
傍
聴
に
参
加
し
、
東

京
地
裁
の
大
法
廷
の
傍
聴
席

が
一
杯
に
な
る
の
を
目
の
当

た
り
に
し
て
、
全
国
の
保
険

医
の
先
生
方
の
怒
り
が
体
現

さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し

た
。

　

今
回
の
第
４
回
口
頭
弁
論

で
は
、
保
団
連
が
医
療
現
場

か
ら
集
め
た
ト
ラ
ブ
ル
や
事

務
負
担
増
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
に
対
し
て
、
国
か
ら
「
あ

く
ま
で
保
団
連
が
実
施
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
と
ど
ま

り
、
具
体
的
な
内
容
や
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
は

言
え
な
い
」
な
ど
と
現
場
の

実
態
を
軽
視
す
る
姿
勢
に
怒

り
を
感
じ
ま
し
た
。

　

日
本
弁
護
士
連
合
会
も
問

題
点
を
７
つ
挙
げ
て
鋭
く
批

判
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

法
律
の
専
門
家
の
意
見
も
、

こ
の
裁
判
を
勝
利
へ
導
く
後

押
し
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

署
名
、
訴
訟
や
さ
ま
ざ
ま

な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
ね
返
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
、
顎
関
節
症
の
治
療
の
主

流
と
な
っ
て
い
る
運
動
療

法
、
顎
関
節
モ
ビ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
の
目
的
、
特
徴
、
方
法

に
つ
い
て
動
画
を
交
え
て
詳

し
く
説
明
し
た
。
最
後
に

「
『
医
者
が
治
す
』

か
ら

『
患
者
自
身
で
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
』
が
重
要
」
と
し
、
そ

の
た
め
に
患
者
自
身
に
病
態

の
理
解
と
、
日
ご
ろ
か
ら
顎

の
運
動
（
理
学
療
法
）
の
必

要
性
に
つ
い
て
述
べ
、
患
者

が
取
り
組
む
べ
き
顎
の
運
動

（
理
学
療
法
）
の
方
法
に
つ

い
て
詳
細
に
紹
介
が
あ
り
、

実
践
に
活
か
せ
る
内
容
で
あ

っ
た
。 

（
臨
床
学
術
部
員
）

を
し
、
解
剖
と
病

理
を
考
え
な
が
ら

必
要
に
応
じ
て
Ｍ

Ｒ
検
査
を
す
る
こ

と
を
紹
介
し
た
。

　

治
療
で
あ
る
ス

プ
リ
ン
ト
療
法
、

は
、
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る

選
定
療
養
と
し
て
、
次
の
も

の
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

①
特
別
の
療
養
環
境
（
差

額
ベ
ッ
ド
）　

、
②
歯
科
の

金
合
金
等
、
③
金
属
床
総
義

歯
、
④
予
約
診
療
、
⑤
時
間

外
診
療
、
⑥
大
病
院
の
初

診
、
⑦
小
児
う
触
の
指
導
管

理
、
⑧
大
病
院
の
再
診
、
⑨

１
８
０
日
以
上
の
入
院
、
⑩

制
限
回
数
を
超
え
る
医
療
行

為
　

こ
れ
ら
の
う
ち
②
③
⑦
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
実
施

す
る
歯
科
医
療
機
関
に
対

し
、
地
方
厚
生
局
へ
の
届
出

及
び
定
例
報
告
が
求
め
ら
れ

　

混
合
診
療
原
則
禁
止
と
い

う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
が
、

注
意
す
べ
き
点
を
ご
説
明
願

い
ま
す
。
個
別
指
導
で
も
か

な
り
注
意
さ
れ
る
と
聞
き
ま

し
た
が
。

　

い
わ
ゆ
る
混
合
診
療
と

は
、
初
診
か
ら
治
療
終
了
ま

で
の
疾
病
に
対
す
る
一
連
の

治
療
行
為
の
中
で
、
保
険
診

療
と
保
険
外
診
療
（
自
費
診

療
）
を
併
用
す
る
こ
と
で

す
。
現
行
の
医
療
保
険
制
度

の
も
と
で
は
、
原
則
禁
止
さ

れ
て
お
り
、
混
合
診
療
を
行

っ
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
を

自
費
診
療
扱
い
（
全
額
患
者

負
担
）
に
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
通
常
の
保
険
診
療

に
お
い
て
、
法
律
で
定
め
ら

れ
た
一
部
負
担
金
以
外
に
割

増
料
金
な
ど
を
患
者
か
ら
徴

収
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
（
健
康
保
険
法
63
条

２
項
、
療
養
担
当
規
則
18
条

19
条
参
照
）。

　

混
合
診
療
を
解
禁
す
る
こ

と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
全

国
保
険
医
新
聞
２
２
９
２
号

及
び
２
２
９
３
号
が
解
説
記

事
を
掲
載
し
て
お
り
、
い
ず

れ
も
ネ
ッ
ト
上
で
閲
覧
可
能

で
す
。

　

保
険
診
療
と
保
険
外
診
療

の
併
用
は
現
在
、
評
価
療
養

と
選
定
療
養
と
い
う
例
外
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
厚
生

労
働
省
告
示
第
４
９
５
号

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

大
阪
歯
科
保
険
医
新
聞
２
０

２
２
年
７
月
15
日
第
１
４
３

２
号
に
「
社
保
研
究
部
だ
よ

り
施
設
基
準
等
の
定
例
報

告
」
と
題
す
る
解
説
が
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
ネ

ッ
ト
上
で
閲
覧
可
能
で
す
。

報
告
様
式
も
同
記
事
内
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み
込
む
こ
と
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
な
の

で
、
ご
参
照
下
さ
い
。

　

ま
た
厳
密
に
は
混
合
診
療

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
医
院

内
で
歯
ブ
ラ
シ
や
歯
み
が
き

粉
を
販
売
す
る
な
ど
「
療
養

の
給
付
と
直
接
関
係
な
い
サ

ー
ビ
ス
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」
は
、
別
途
通
達
が
出
て

い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す

（
平
成
20
年
９
月
30
日
保
医

発
第
０
９
３
０
０
０
号
）。

（
１
）
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
や
料
金
に
つ
い
て
院
内
に

分
か
り
や
す
く
掲
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
（
２
）
そ
の
費

用
徴
収
に
つ
い
て
の
同
意
を

患
者
か
ら
書
面
で
得
る
こ

と
、（
３
）
他
の
費
用
と
区

別
し
た
領
収
証
を
発
行
す
る

こ
と
、
（
４
）
曖
昧
な
名
目

で
の
費
用
徴
収
は
行
わ
な
い

こ
と
が
、
同
通
達
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

（
弁
護
士　

國
本　

依
伸
）

法学教室
法学教室

のの
歯科診療所
歯科診療所

第　回
第　回

トラブルになる前にトラブルになる前に

７

混合診療原則禁止
注意すべき点

第
10
回
理
事
会
報
告

被
災
地
支
援
を
決
定

万
博
は
中
止
を

　

協
会
は
13
日
、
第
10
回
理

事
会
を
開
き
、
歯
科
診
療
報

酬
引
き
上
げ
、
保
険
証
残

せ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

義
務
化
・
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

義
務
化
を
撤
回
す
る
運
動
な

ど
に
つ
い
て
討
議
し
た
。

　

能
登
半
島
地
震
に
つ
い
て

は
、
石
川
、
富
山
各
県
保
険

医
協
会
か
ら
の
報
告
や
保
団

連
か
ら
の
情
報
を
得
て
、
支

援
の
方
法
を
討
議
し
た
。
募

金
や
被
災
協
会
の
求
め
に
応

じ
て
可
能
な
限
り
対
応
し
て

い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。
大

阪
・
関
西
万
博
に
つ
い
て
は

費
用
上
振
れ
の
問
題
は
じ
め

税
金
の
使
い
方
や
夢
洲
の
土

壌
汚
染
対
策
、
災
害
時
の
対

策
な
ど
を
問
題
視
し
て
き
た

が
、
「
震
災
復
興
・
災
害
対

策
に
全
力
を
あ
げ
、
万
博
は

中
止
を
」
理
事
会
声
明
を
決

定
し
た
。
保
険
証
残
せ
の
取

り
組
み
は
、
12
月
中
の
国
会

行
動
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ

た
。
保
団
連
の
集
約
で
10
万

筆
を
達
成
し
、
紹
介
議
員
は

過
去
最
高
の
１
３
０
人
と
な

っ
た
。
国
会
議
員
の
間
に
も

保
険
証
を
残
す
べ
き
と
の
意

見
が
大
き
く
広
が
っ
て
い

る
。
こ
の
間
取
り
組
ん
で
き

た
「
現
行
の
健
康
保
険
証
を

残
し
て
く
だ
さ
い
」
請
願
署

名
は
、
引
き
続
き
通
常
国
会

で
も
取
り
組
む
こ
と
を
決
定

し
た
。

オ
ン
資
「
義
務
化
」
撤
回
訴
訟　

第
４
回
口
頭
弁
論

撤
回
へ 

法
律
の
専
門
家
も
後
押
し

保
団
連
理
事　

玉
川
尚
美

全国保険医新聞を閲

覧するには「保団連

情報サービス」への

ご登録（無料）が必

要です。

大阪歯科保険医新聞

1432号「社保研究部

だより施設基準等の

定例報告」はこちら

万
博
は
中
止
を

震
災
復
興
・
災
害
対
策
に

全
力
を
あ
げ
よ


